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多面的機能支払交付金における活動組織の自己評価及び市町村による評価について 
 

 本協議会の運営につきましては、日頃よりご理解ご支援を賜り厚くお礼申し上げます。 

 このことについて、多面的機能支払交付金実施事務取扱要領（平成 27年 4月 17日付け農設第 42号農

政部長通知（制定））（以下「道事務取扱要領」という。）等に基づき道協議会を経由し提出頂く必要があ

ることから、次のとおりご案内いたしますので期日までの提出をお願いいたします。 

記 

１ 改正・見直し点（令和４年度） 

（１） 農林水産省農村振興局整備部農地資源課多面的機能支払推進室長及び課長補佐（企画班）より

令和５年１月２０日付け事務連絡で通知されている「多面的機能支払交付金における活動組織の

自己評価及び市町村による評価について」及び「今後の運用について」のとおり、農林水産省は

組織の自己改革と、市町村等からの指導を適切に誘引することを目的に、「新しい評価様式によ

り計画期間（５年間）４年目で評価を行う」など評価システムの見直しを行ったことから、本年

度４年目の活動組織が評価対象となったところです。 

（２） 当該年度に実施が困難な場合は、５カ年で活動組織が一巡するよう平準化して実施することも

可能とされています。 

 

２ 評価該当活動組織と市町村及び作成と評価様式 

（１） 本年度評価に該当する活動組織及び市町村は、№01「令和４年度自己評価・市町村評価対象年

度地区一覧表」のＲ４年度欄に「●（４年目評価）」で示しているとおりです。 

    なお、評価年度を平準化し変更すると報告あった市町村は、報告の変更年度としています。 

  また、本通知後、送付した地区一覧表の評価年度を平準化などにより変更する場合は、更新し

た地区一覧表を次の（２）と併せ提出してください。 

（２） 該当市町村は、（１）の該当活動組織が作成する下記（様式第１号）自己評価をとりまとめ、同

様式第１号により市町村評価を行った上で、道事務取扱要領第 10により自己評価・市町村評価様

式第２号を作成し、道協議会を経由して知事に提出します。 

 

  ※ 別添評価様式（エクセルデータファイル） 

＜活動組織の自己評価及び市町村評価様式＞ 

  ① (№02) （様式第１号）新たな自己評価・市町村評価 

  （様式ファイルのシート説明） 

・「新たな評価様式」シート：自己評価は行番１～２３４、市町村評価は行番２３５～２８４ 

  ・「自己評価結果」シート：自己評価・市町村評価の結果をとりまとめ、評点等が自動作成される

フォーマットとなっており、組織の活動継続や今後の展開に向けた話し合いのツールとして活

用してください。なお、市町村評価を反映した返却用シートについては、市町村評価を組織に

フィードバックする場合として作成されますが、このシートを活用するか否かは任意です。 

  ・「集計表」シート：様式１「新たな評価様式」シートより自動作成されます。 

・具体的な記載、作成は、「（№02-1)作成例」を参照してください。 
 

＜市町村長から知事への報告様式（道協議会経由）＞ 

 ② (№03)（様式第２号（まとめファイル））新たな自己評価・市町村評価集計表（○○市町村） 

     （別紙）地域資源の適切な保全管理のための推進活動の取組状況評価書及び多面的機能の増進

を図る活動の取組状況評価書   



 

（様式ファイルの説明） 

･「集計Ｂ（別紙）」シート：様式１の「集計表」シートの出力値を、B列から DA列まで選択し、

コピー＆ペースト（値のみ）し作成してください。 

 

（３） （２）の様式等は、次のホームページにも掲載しますので、アクセスのうえ取得してください。 

○ 掲載するホームページ → 水土里ネット北海道 http://www.htochiren.jp 

○ 掲載場所等 

 ・トップページ右側にある専用（支援）コーナーの「多面的機能（専用コーナー）」をクリック 

   http://www.htochiren.jp/tamen/tamen.html 

 ・ＮＥＷＳにある、メール件名と同じ記事をクリックしてダウンロード 

 

３ 報告（提出）の方法 

２の（２）の様式第２号（（別紙）取組状況評価書を含む）については、農林水産省への報告とりま

とめ作業の関係から作成のエクセルデータファイルをメールで提出願います。 

 

４ 報告（提出）期日 

道事務取扱要領第 10の２により「４月２５日」までに提出すると定められていますので、実施状況

の報告と併せ道協議会に提出願います。 
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